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２０２４年ＪＡＦ国内競技車両規則・第２編ラリー車両規定 

※下線部：変更箇所 

２０２４年規定 ２０２３年規定 

第１章 一般規定 

 

第１条～第２条（略） 

 

第３条 車両の公認、登録および型式に関する定義 

３．１）～３．３）（略） 

３．４）同一車両型式 

自動車検査証または当該自動車製造者発行のカタログの型式欄に記載されて

いる「記号および数字（ただし、Ｅ、ＧＦ、ＧＨ等の排出ガス規制を表す記号を

除いたハイフン以降の記号部分をいう。ＴＡ−ＡＥ123とあれば、ＡＥ123を指

す。）」が同一の車両を同一車両型式として取り扱う（ただし、ＪＡＦ登録車両

規定第２条２による車両は、「基本となる車両」と同一の車両型式として取り扱

う）。 

［参考］ＪＡＦ登録車両規定 第２条 登録申請に必要な条件 

以下のいずれかの条件を満たしていること。 

１．国土交通省型式認証車両（型式指定自動車または新型自動車） 

２．上記１．の車両を基本として一部の装置を変更、改造して製作された車

両で、基本となる車両の型式を含み、かつ以下の条件を満たす車両。ただ

しＪＡＦが不適当と認めた場合はこの限りではない。 

１）連続する１２カ月間に１００台以上製作されていること。 

２）通常の日本国内販売網を通じ、個々の顧客に対する販売を目的として

いること。 

 

第４条～第６条（略） 

 

第７条 気筒容積（総排気量）別クラス区分 

第１章 一般規定 

 

第１条～第２条（略） 

 

第３条 車両の公認、登録および型式に関する定義 

３．１）～３．３）（略） 

３．４）同一車両型式 

自動車検査証または当該自動車製造者発行のカタログの型式欄に記載されている

「記号および数字（ただし、Ｅ、ＧＦ、ＧＨ等の排出ガス規制を表す記号を除いた

ハイフン以降の記号部分をいう。ＴＡ−ＡＥ123とあれば、ＡＥ123を指す。）」が同

一の車両を同一車両型式として取り扱う（ただし、ＪＡＦ登録車両規定第２条２に

よる車両は除く）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第４条～第６条（略） 

 

第７条 気筒容積（総排気量）別クラス区分 
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７．１）（略） 

７．２）過給装置付エンジンはもとの排気量の１．７倍のクラスとみなし、ロータ

リーエンジンはもとの排気量の１．０倍のクラスとみなす。 

●２０２５年より、以下の通りとする。 

７．２）過給装置付エンジンはもとの排気量の１．７倍のクラスとみなす。 

７．３）レシプロピストンエンジンとロータリーエンジン（ＮＳＵ—ＷＡＮＫＥ

Ｌの特許による方式のもの）との等価方式・等価容積は、燃焼室の最大容積と

最小容積の差の１．８倍とする。 

 

第８条（略） 

 

第９条 最低重量 

（略） 

９．１）ＲＲＮ車両については当該年のＦＩＡ国際モータースポーツ競技規則付則

Ｊ項に夫々定められた車両重量値とする。ただし、グループＮとして公認され

た車両については公認書に記載された車両重量とする。ラリー競技開催規定細

則：スペシャルステージラリー開催規定によるラリー競技においては、上記条

件の下、車両（スペアホイールを１本のみ搭載）とクルー（ドライバー＋コ・

ドライバー＋全装備品）を合わせた最低重量は上記で定める最低重量＋１６０

ｋｇでなければならない。 

９．２）～ ９．４）（略） 

 

７．１）（略） 

７．２）過給装置付エンジンはもとの排気量の１．７倍のクラスとみなし、ロータリ

ーエンジンはもとの排気量の１．０倍のクラスとみなす。 

 

 

 

 

 

 

第８条（略） 

 

第９条 最低重量 

（略） 

９．１）ＲＲＮ車両については当該年のＦＩＡ国際モータースポーツ競技規則付則Ｊ

項に夫々定められた車両重量値とする。ただし、グループＮとして公認された車

両については公認書に記載された車両重量とする。 

 

 

 

 

９．２）～ ９．４）（略） 

 

第２章 安全規定 

 

第１条 車載カメラ 

競技参加者が車載カメラを装着する場合、その設置は以下の要件を満たさなけ

ればならない。 

・車体の表面からはみ出してはならない。 

・コクピット内では、ダッシュボードの最後端点を通る垂直横断平面とドライバ

ー／コ・ドライバー（ナビゲーター）座席の最後端点を通る垂直横断平面の間

第２章 安全規定 
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にカメラを設置することは（その取り付け部を含めて）禁止される。 

・取り付けは、ネジ止め、金属ネジ止め、ネジ止めクランプ、金属インサートの

みで行わなければならない。（禁止：接着剤、両面テープ、粘着材、吸盤など） 

・取り付けはロールバーに堅牢に固定し、ロールバーからの突出量は最低限に抑

えること。ロールバーに対する加工、改造は認められない。 

・競技会公式車両検査の前に設置しなければならない。 

・クルーの視界、緊急時の出入り、脱出の妨げになってはならない。 

 

第２条  配管類 

（略） 

 

第３条  安全ベルト 

（略） 

肩部ストラップの取り付け：第２５３-６６図 

肩部ストラップは、ループによって安全ケージあるいは補強バーに固定で

きる。また、それを後部ベルトの上部取付け点に固定、もしくは安全ケージ

のバックステー同士の間に溶接された横方向の補強材、または第２５１-１８

図、第２５３-２６図、第２５３-２７図、第２５３-２８図、あるいは第２５

３-３０図に従う横方向の補強材に固定またはそれを拠り所としても良い。 

（付則J項第２５３-６６・６７図参照） 

注：第２—３図～２—５図に同じ。 

 

 

 

 

 

253-18       253-26       253-27       253-28       253-30  

 

第４条 消火装置 

（略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

第１条  配管類 

（略） 

 

第２条  安全ベルト 

（略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第３条 消火装置 

（略） 
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第５条 ロールケージ 

５．１）ＲＲＮ車両は、ＦＩＡまたはＡＳＮによって公認されたロールケージを装

着しなければならない。ただし、グループＮとして公認された車両は、２０１６

年ＦＩＡ国際モータースポーツ競技規則付則Ｊ項第２５３条第８項に従ったロ

ールケージを装着することも許される。 

５．２）（略） 

なお、ＦＩＡ国際モータースポーツ競技規則付則Ｊ項第２５３条第８項１、お

よびＪＡＦ国内競技車両規則第１編レース車両規定第４章公認車両および登録

車両に関する安全規定第６条６．１）のうち下記※については２０２５年より全

車両に義務付けられる。 

※コクピット内部において、車体側面の部材とロールケージの間に次のものを

通すことは禁止される。 

 －電気ケーブル 

－液体（ウインドウォッシャー液を除く）用配管 

－消火器用配管 

（略） 

５．３）～５．４．５ ）（略） 

 

第６条 （略） 

 

第７条  けん引用穴あきブラケット 

（略） 

  これらは各車両用と装備されている牽引部分／純正の緊急用・けん引工具も認

められる。 

  ただし、第１種アベレージラリーに出場する車両についてはけん引用穴あきブ

ラケットを装備することを推奨とする。 

 

第８条  飛散防止フィルム 

ＦＩＡ国際モータースポーツ競技規則付則Ｊ項第２５３条１１．１．１に従い、

側面および後部のウィンドウに無色透明の飛散防止フィルムを貼付すること。Ｒ

第４条 ロールケージ 

４．１）ＲＲＮ車両は、ＦＩＡまたはＡＳＮによって公認されたロールケージを装着

しなければならない。ただし、グループＮとして公認された車両は、ＦＩＡ国際モ

ータースポーツ競技規則付則Ｊ項第２５３条第８項に従ったロールケージを装着す

ることも許される。 

４．２）（略） 

なお、ＦＩＡ国際モータースポーツ競技規則付則Ｊ項第２５３条第８項１および

ＪＡＦ国内競技車両規則第１編レース車両規定第４章公認車両および登録車両に関

する安全規定第６条６．１）規定〈注〉については適用せず、推奨とする。 

〈注：コクピット内部において、車体側面の部材とロールケージの間に電気ケーブル

／液体（ウインドウォッシャー液を除く）用配管／消火器用配管を通すこと〉 

 

 

 

 

（略） 

４．３）～４．４．５ ）（略） 

 

第５条 （略） 

 

第６条  けん引用穴あきブラケット 

（略） 

  ただし、第１種アベレージラリーに出場する車両についてはけん引用穴あきブラ

ケットを装備することを推奨とする。 

  また、これらは各車両用として装備されている牽引部分／純正の緊急用・牽引工

具も認められる。 

 

第７条  飛散防止フィルム 

側面および後部のウィンドウに無色透明の飛散防止フィルムを貼付することが強

く推奨される。 
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ＰＮ・ＡＥ・ＲＦ車両については強く推奨とする。 

 

 

 

第３章 ＲＲＮ車両用改造規定 

 

第１条～第５条（略） 

 

第６条  ホイールおよびタイヤ 

６．１）ホイール 

（略） 

①装着するホイールは、ＦＩＡ公認書に記載されている数値および２０１５年

国際モータースポーツ競技規則付則J項第２６０条の特別規定に定められる

数値とすることができる。（ただし、上記以外の最大値を選手権統一規則ま

たは特別規則書等により規定することができる。） 

②～⑦（略） 

６．２）タイヤ 

（略） 

①～②（略） 

③タイヤおよびホイールは、フェンダーからはみ出さないこと。（第３-１図参

照） 

 

第３-１図 

④～⑧（略） 

６．３）（略） 

 

第７条  制動装置 

７．１）～ ７．１．６）（略） 

７．１．７）ブレーキキャリパー、ブレーキディスクの変更は自由、サイズの変更

第３章 ＲＲＮ車両用改造規定 

 

第１条～第５条（略） 

 

第６条  ホイールおよびタイヤ 

６．１）ホイール 

（略） 

①装着するホイールは、ＦＩＡ公認書に記載されている数値および国際モーター

スポーツ競技規則J項第２６０条の特別規定に定められる数値とすることがで

きる。（ただし、上記以外の最大値を選手権統一規則または特別規則書等によ

り規定することができる。） 

②～⑦（略） 

６．２）タイヤ 

（略） 

①～②（略） 

③タイヤおよびホイールは、フェンダーからはみ出さないこと。 

   

 

 

 

 

 

④～⑧（略） 

６．３）（略） 

 

第７条  制動装置 

７．１）～ ７．１．６）（略） 

７．１．７）ブレーキキャリパー、ブレーキディスクの変更は自由、サイズの変更も
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も認められる。ただし、カーボン製ブレーキディスクの使用は禁止される。 

●２０２５年より、以下の通りとする。 

７．１．７）ブレーキキャリパー、ブレーキディスクの変更は自由、サイズの変

更も認められるが以下に従うこと。ただし、カーボン製ブレーキディスクの使

用は禁止される。 

①キャリパーは、ブレーキコンポーネントメーカーから市販されている生産部

品であること。ホイール毎に 1 つのキャリパーユニットのみであること。 

キャリパーハウジング/ボディにはスチールまたはアルミニウム製のみが認

められる。キャリパーあたり最大4つのピストンまでとする。取り付けブラ

ケットは自由に作成されてもよい。ブラケットを除いて、すべての部品は製

品カタログまたは部品カタログから入手することができなければならない。

チタンおよびセラミック材料は特に禁止される。 

②ディスク（ローター）と取り付けベルは、通常入手可能な一般に販売されて

いる部品（市販品）であること。ターマック用はディスクの最大直径３５５

ｍｍ/最小厚さ３１ｍｍとする。グラベル用はディスクの最大直径３００ｍ

ｍ/最小厚さ２８ｍｍとする。すべての部品は製品カタログまたは部品カタ

ログから入手することができなければならない。 

７．２）（略） 

 

第８条（略） 

 

第９条 車体 

９．１）～９．３）（略） 

９．４）座 席 

（略） 

①～⑤（略） 

⑥（略） 

なお、変更する座席および座席取り付け装置は、上記のほかにＦＩＡ国際モ

ータースポーツ競技規則付則Ｊ項第２５３条第１６項を満たしたものでな

なければならない。 

９．５）（略） 

認められる。ただし、カーボン製ブレーキディスクの使用は禁止される。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

７．２）（略） 

 

第８条（略） 

 

第９条 車体 

９．１）～９．３）（略） 

９．４）座 席 

（略） 

①～⑤（略） 

⑥（略） 

なお、変更する座席および座席取り付け装置は、上記のほかにＦＩＡ国際モー

タースポーツ競技規則付則Ｊ項第２５３条第１６項を満たしたものであること

が強く推奨される。 

９．５）（略） 
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９．５.１）補強は、使用される材料が当初の形状に沿いそれと接触していれば修正

加工を含み許される。複合材料による補強は第３－２図のように片面にのみ許さ

れる。また、車体、ならびにサイドシル・各メンバー等の空洞部を第３－３図の

ように充填することにより補強することができる。 

（略） 

 

 

 

   

第３—２図     第３-３図 

９．５．２）～ ９．５．４）（略） 

 

第１０条～第１２条（略） 

 

９．５.１）補強は、使用される材料が当初の形状に沿いそれと接触していれば修正加

工を含み許される。複合材料による補強は第４－２図のように片面にのみ許される。

また、車体、ならびにサイドシル・各メンバー等の空洞部を第４－３図のように充

填することにより補強することができる。 

（略） 

 

 

 

 

 

９．５．２）～ ９．５．４）（略） 

 

第１０条～第１２条（略） 

第４章 ＲＪ車両用改造規定 

 

第１条～第４条（略） 

 

第５条 サスペンション 

（略） 

５．１）コイルスプリング 

長さ、コイルの巻き数、線径、外径を含み自由。スプリングの数は、同一軸上

に直列に取り付けることを条件として、自由である。また、車高調整式への変更

も許される。ただし、最低地上高がアンダーガードを含み９ｃｍ以下とならない

こと。 

 

 

５．２）～５．６）（略） 

 

第６条  ホイールおよびタイヤ 

第４章 ＲＪ車両用改造規定 

 

第１条～第４条（略） 

 

第５条 サスペンション 

（略） 

５．１）コイルスプリング 

長さ、コイルの巻き数、線径、外径を含み自由。スプリングの数は、同一軸上に

直列に取り付けることを条件として、自由である。また、車高調整式への変更も許

される。ただし、最低地上高がアンダーガードを含み９ｃｍ以下とならないこと（Ｒ

車両については公認書に記載されたホイールハブの中心とホイールアーチ開口部間

の最小高さ寸法を遵守し、かつ最低地上高がアンダーガードを含み９ｃｍ以下とな

らないこと）。 

５．２）～５．６）（略） 

 

第６条  ホイールおよびタイヤ 
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６．１）（略） 

６．２）タイヤ 

（略） 

   ①～②（略） 

   ③タイヤおよびホイールは、フェンダーからはみ出さないこと。（第４-１図

参照） 

 

 

 

 

第４-１図 

   ④～⑧（略） 

６．３）（略） 

 

第７条  制動装置 

７．１）～７．１．６）（略） 

７．１．７）ブレーキキャリパー、ブレーキディスクの変更は自由、サイズの変更

も認められる。ただし、カーボン製ブレーキディスクの使用は禁止される。 

●２０２５年より、以下の通りとする。 

７．１．７）ブレーキキャリパー、ブレーキディスクの変更は自由、サイズの変

更も認められるが以下に従うこと。ただし、カーボン製ブレーキディスクの使

用は禁止される。 

①キャリパーは、ブレーキコンポーネントメーカーから市販されている生産部

品であること。ホイール毎に 1 つのキャリパーユニットのみであること。 

キャリパーハウジング/ボディにはスチールまたはアルミニウム製のみが認

められる。キャリパーあたり最大4つのピストンまでとする。取り付けブラ

ケットは自由に作成されてもよい。ブラケットを除いて、すべての部品は製

品カタログまたは部品カタログから入手することができなければならない。

チタンおよびセラミック材料は特に禁止される。 

②ディスク（ローター）と取り付けベルは、通常入手可能な一般に販売されて

いる部品（市販品）であること。ターマック用はディスクの最大直径３５５

６．１）（略） 

６．２）タイヤ 

（略） 

   ①～②（略） 

   ③タイヤおよびホイールは、フェンダーからはみ出さないこと。 

 

 

 

 

 

 

   ④～⑧（略） 

６．３）（略） 

 

第７条  制動装置 

７．１）～７．１．６）（略） 

７．１．７）ブレーキキャリパー、ブレーキディスクの変更は自由、サイズの変更も

認められる。ただし、カーボン製ブレーキディスクの使用は禁止される。 
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ｍｍ/最小厚さ３１ｍｍとする。グラベル用はディスクの最大直径３００ｍ

ｍ/最小厚さ２８ｍｍとする。すべての部品は製品カタログまたは部品カタ

ログから入手することができなければならない。 

７．２）（略） 

 

第８条（略） 

 

第９条 車体 

９．１）～９．３）（略） 

９．４）座席 

（略） 

①～⑤（略） 

⑥（略） 

なお、変更する座席および座席取り付け装置は、上記のほかにＦＩＡ国際モ

ータースポーツ競技規則付則Ｊ項第２５３条第１６項を満たしたものでな

ければならない。 

９．５）（略） 

９．５．１）（略） 

 

 

 

 

  

第４-２図       第４-３図 

９．５．２）～９．５．４ ）（略） 

 

第１０条～第１２条（略） 

 

 

 

７．２）（略） 

 

第８条（略） 

 

第９条 車体 

９．１）～９．３）（略） 

９．４）座席 

（略） 

①～⑤（略） 

⑥（略） 

なお、変更する座席および座席取り付け装置は、上記のほかにＦＩＡ国際モー

タースポーツ競技規則付則Ｊ項第２５３条第１６項を満たしたものであること

が強く推奨される。 

９．５）（略） 

９．５．１）（略） 

 

 

 

 

 

 

９．５．２）～９．５．４ ）（略） 

 

第１０条～第１２条（略） 

第５章 ＲＰＮ車両用改造規定 

 

第１条～第６条（略） 

第５章 ＲＰＮ車両用改造規定 

 

第１条～第６条（略） 
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第７条 タイヤおよびホイール  

７．１）（略） 

７．２）タイヤ 

（略） 

①～②（略） 

  ③タイヤおよびホイールは、フェンダーからはみ出さないこと。（第５-１図参

照） 

 

 

 

 

第５-１図 

  ④～⑧（略） 

７．３）（略） 

 

第８条 車体  

（略） 

８．１）～８．２．９）（略） 

８．２．１０）座席： 

（略） 

①～④（略） 

⑤（略） 

    なお、変更する座席および座席取り付け装置は、上記のほかにＦＩＡ国際

モータースポーツ競技規則付則Ｊ項第２５３条を満たしたものであるこ

とが強く推奨される。 

８．２.１１）～８．３）（略） 

８．３．１）補強は、使用される材料が当初の形状に沿いそれと接触していれば修

正加工を含み許される。複合材料による補強は第５－２図のように片面にのみ許

される。また、車体、ならびにサイドシル・各メンバー等の空洞部を第５－３図

のように充填することにより補強することができる。 

第７条 タイヤおよびホイール  

７．１）（略） 

７．２）タイヤ 

（略） 

①～②（略） 

  ③タイヤおよびホイールは、フェンダーからはみ出さないこと。 

   

 

 

 

 

 

④～⑧（略） 

７．３）（略） 

 

第８条 車体  

（略） 

８．１）～８．２．９）（略） 

８．２．１０）座席： 

（略） 

①～④（略） 

⑤（略） 

    なお、変更する座席および座席取り付け装置は、上記のほかにＦＩＡ国際モ

ータースポーツ競技規則付則Ｊ項第２５３条を満たしたものであることが望

ましい。 

８．２.１１）～８．３）（略） 

８．３．１）補強は、使用される材料が当初の形状に沿いそれと接触していれば修正

加工を含み許される。複合材料による補強は第４－２図のように片面にのみ許され

る。また、車体、ならびにサイドシル・各メンバー等の空洞部を第４－３図のよう

に充填することにより補強することができる。 
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（略） 

 

 

 

   

第５—２図     第５-３図 

８．３．２）～８．３．４）（略） 

 

第９条（略） 

 

（略） 

 

 

 

 

 

８．３．２）～８．３．４）（略） 

 

第９条（略） 

 

第６章 ＡＥ車両用改造規定 

 

第１条～第６条（略） 

 

第７条 タイヤおよびホイール  

７．１）（略） 

７．２）タイヤ 

（略） 

①～② 

  ③タイヤおよびホイールは、フェンダーからはみ出さないこと。（第６-１図参

照） 

 

 

 

第６—１図 

  ④～⑧（略） 

７．３）（略） 

 

第８条 車体  

（略） 

第６章 ＡＥ車両用改造規定 

 

第１条～第６条（略） 

 

第７条 タイヤおよびホイール  

７．１）（略） 

７．２）タイヤ 

（略） 

①～② 

  ③タイヤおよびホイールは、フェンダーからはみ出さないこと。 

 

 

 

 

 

  ④～⑧（略） 

７．３）（略） 

 

第８条 車体  

（略） 
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８．１）～８．２．９）（略） 

８．２．１０）座席： 

（略） 

①～④（略） 

⑤（略） 

なお、変更する座席および座席取り付け装置は、上記のほかにＦＩＡ国際モ

ータースポーツ競技規則付則J項第２５３条を満たしたものであることが強

く推奨される。 

８．２．１１）～ ８．３）（略） 

８．３．１）補強は、使用される材料が当初の形状に沿いそれと接触していれば修

正加工を含み許される。複合材料による補強は第６－２図のように片面にのみ許

される。また、車体、ならびにサイドシル・各メンバー等の空洞部を第６－３図

のように充填することにより補強することができる。 

（略） 

 

 

 

 

 

   

第６-２図          第６-３図 

 

８．３．２）～８．３．４）（略） 

 

第９条 （略） 

 

８．１）～８．２．９）（略） 

８．２．１０）座席： 

（略） 

①～④（略） 

⑤（略） 

なお、変更する座席および座席取り付け装置は、上記のほかにＦＩＡ国際モー

タースポーツ競技規則付則J項第２５３条を満たしたものであることが望まし

い。 

８．２．１１）～ ８．３）（略） 

８．３．１）補強は、使用される材料が当初の形状に沿いそれと接触していれば修正

加工を含み許される。複合材料による補強は第４－２図のように片面にのみ許され

る。また、車体、ならびにサイドシル・各メンバー等の空洞部を第４－３図のよう

に充填することにより補強することができる。 

（略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

８．３．２）～８．３．４）（略） 

 

第９条 （略） 

第７章 ＲＦ車両用改造規定 

 

第１条～第６条（略） 

 

第７章 ＲＦ車両用改造規定 

 

第１条～第６条（略） 
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第７条 タイヤおよびホイール 

７．１）（略） 

７．２）タイヤ 

（略） 

①～②（略） 

③タイヤおよびホイールは、フェンダーからはみ出さないこと。（第７—１図参

照） 

 

 

 

 

第７-１図 

  ④～⑧（略） 

７．３）（略） 

 

第８条（略） 

 

第７条 タイヤおよびホイール 

７．１）（略） 

７．２）タイヤ 

（略） 

①～②（略） 

③タイヤおよびホイールは、フェンダーからはみ出さないこと。 

 

 

 

 

 

 

  ④～⑧（略） 

７．３）（略） 

 

第８条（略） 

 

ＪＡＦ全日本ラリー選手権 適用車両規定 

 
ＪＡＦ全日本ラリー選手権におけるクラス１（JN-1）に、国際モータースポーツ

競技規則付則Ｊ項に基づく、以下の車両規定が適用される。 

 

（１）道路運送車両法（昭和26年法律第185号。）第34条第1項に基づく臨時運

行許可を得た、ＲＲＮを除くＦＩＡ公認車両 

（２）道路運送車両法（昭和26年法律第185号。）第34条第1項に基づく臨時運

行許可を得た、当該年の国際モータースポーツ競技規則付則J項252条およ

び253条の安全要件・一般事項等に基づくＡＳＮ公認車両（Group AP4） 

（３）道路運送車両法（昭和26年法律第185号。）第34条第1項に基づく臨時運行許可

を得た、当該年の国際モータースポーツ競技規則付則J項252条および253条

の安全要件・一般事項等に基づく承認車両（JP4） 

 

 




